
○大府市学習支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、最低限の学力を持たない子どもの基礎学力を向上し、大府市の学習

水準の底上げを図ることを目的として、その者につき必要な学習の援助を行う事業（以

下「事業」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、大府市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を特定非

営利活動法人等に委託することができる。 

（事業の対象者） 

第３条 事業の対象となる者は、本市の住民基本台帳に記録された小学生（４年生から６

年生までの児童に限る。）及び中学生とする。 

（事業の内容） 

第４条 事業の内容は、学校の授業の復習、宿題の習慣付け及び学び直しを行うための学

習支援とする。 

（実施要件） 

第５条 事業の実施要件は、別表に掲げるとおりとする。 

（利用の申請等）  

第６条 事業を利用しようとする者の保護者（以下「申請者」という。）は、学習支援事

業利用申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査した上で、事業の利用の可

否を決定し、大府市学習支援事業利用承認通知書（第２号様式）又は大府市学習支援事

業利用不承認通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 事業の利用を中止しようとする者の保護者は、速やかに、大府市学習支援事業利用中

止届（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、事業を利用する者又はその保護者の行為により、事業の適正な実施に支障が

生じると判断したときは、利用の承認を取り消すことができる。この場合において、市

長は、当該保護者に対し、大府市学習支援事業利用取消通知書（第５号様式）によりそ

の旨を通知するものとする。 

（費用の負担）  

第７条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、事業の利用に係る参考図書等

の教材費及び交通費は、事業を利用する者の世帯の負担とする。 

（委任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定

める。  

附 則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

 



附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年２月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

実施項目 実施内容 

実施期間 ４月１日から翌年３月３１日まで 

実施場所 ⑴ 大府市立横根公民館 

⑵ 大府市立東山公民館 

⑶ 大府市立長草公民館 

⑷ 大府市立森岡公民館 

定員 申込みや施設の状況に応じて、市長が別に定めるものとする。 

実施日時 

（５月３日から５月

５日まで、８月１３

日から８月１５日ま

で及び１２月２８日

から翌年１月４日ま

でを除く。） 

小学生

（⑴又

は⑵） 

⑴ 原則毎月の第１土曜日及び第３土曜日 

午前１０時から正午までの間 

⑵ 原則毎月の第２土曜日及び第４土曜日 

午前１０時から正午までの間 

中学生 原則毎週土曜日 

午後１時から午後５時までの間 

人員配置 ⑴ 統括コーディネーター 

⑵ 学習支援員 

⑶ 教育活動推進員 

 


